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本計画の基本理念である“守る・伝える・創る「美しい茂原の景観」”～豊かな自然・歴史・文化を

活かして～を実現するために、市民・事業者・市のそれぞれが主体性を持つとともに、地域の魅力的な

景観を形成するうえで、特色のある手作りの景観づくりに向け連携・協働して行くことが大切です。 
 市民・事業者は、身近な生活や事業活動の中での美化活動や各地域での魅力的なまちなみの形成に気

を配るなど、景観まちづくりを意識した取り組みが必要です。 
 また、市が実施する景観に関する施策への協力も重要となります。 
 市（景観行政団体）は、景観に関する周知や公共施設等の整備による景観づくりを意識するとともに、

市民・事業者が良好な景観のまちなみの形成に円滑に取り組めるよう活動を支援、推進します。 
 
（１）市民の役割 
  市民や景観づくり活動団体などは、基本理念にのっとり、自らが景観形成の主体であることを認識

し、周辺の景観に関する理解を深め、地域の良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する景観

形成に関する施策に協力しなければならない。また、景観の形成にかかわる機会や取り組みの実践な

どに積極的に参加する。 
 
（２）事業者の役割 
事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動が景観を構成する重要な要素であることを認識し、

周辺の景観に配慮した取り組みを行うよう努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協

力しなければならない。また、景観の形成にかかわる機会や取り組みの実践などに積極的に参加する。 
 
（３）市（景観行政団体）の役割 
 市は、市民及び事業者の意見、要望等を反映させるよう努め、良好な景観の形成に関する総合的な

施策を策定し、推進する役割を担うとともに、公共事業による景観形成について、先導的な役割を果

たすよう努めなければならない。 
 また、市民や事業者の景観に関する意識が向上するよう良好な景観の形成に関する情報の提供その

他支援に努めなければならない。 
 

 

２ 市民・事業者・市の役割 

市民・事業者・市が連携・協働して景観まちづくりを行う

連携

・

協働

市
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政団体

事業者市 民
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たすよう努めなければならない。 
 また、市民や事業者の景観に関する意識が向上するよう良好な景観の形成に関する情報の提供その
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